
　

町
の
将
来
を
担
う
新
卒
者
を

応
援
す
る
小
野
町
ふ
る
さ
と
新

卒
者
就
労
応
援
金
交
付
事
業
の

交
付
対
象
者
登
録
の
受
け
付
け

が
４
月
１
日
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

今
年
の
登
録
申
請
受
け
付
け

の
対
象
者
は
令
和
４
年
３
月
に

学
校
を
卒
業
し
、
次
の
交
付
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
方
と
な
り

ま
す
。

■
交
付
要
件

▪
町
内
に
本
社
ま
た
は
事
業

所
、
工
場
な
ど
を
有
す
る
企

業
な
ど（
民
間
企
業
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
社
会
福
祉
法
人
、
農
業

法
人
な
ど
）に
正
規
雇
用
さ

れ
て
い
る
こ
と

▪
正
規
雇
用
さ
れ
た
時
点
で
小

野
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い

る
新
卒
者
ま
た
は
県
立
小
野

高
等
学
校
の
新
卒
者
で
あ
る

こ
と

▪
市
町
村
税
の
滞
納
が
な
い
こ

と

▪
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律（
昭
和
23
年
法
律
第

１
２
２
号
）第
２
条
に
規
定

す
る
営
業
を
営
む
企
業
な
ど

に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

■
交
付
内
容

　

町
内
で
使
用
可
能
な
商
品
券

を
就
労
か
ら
１
年
経
過
後
に

５
万
円
分
、
２
年
経
過
後
に

10
万
円
分
、
３
年
経
過
後
に

15
万
円
分
交
付
し
ま
す
。

■
登
録
申
請
受
付
期
間

　

９
月
末
日
ま
で

※
登
録
申
請
書
な
ど
に
つ
い
て

は
、
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

か
、
企
画
政
策
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課

☎
７
２

－

６
９
３
９

　

福
島
県
で
は「
福
島
県
自

転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用

の
促
進
に
関
す
る
条
例
」が

令
和
３
年
10
月
に
制
定
さ

れ
、
自
転
車
利
用
者（
未
成

年
者
の
保
護
者
を
含
む
）や
、

事
業
活
動
に
お
い
て
自
転
車

を
利
用
す
る
事
業
者
な
ど

に
、
４
月
１
日
か
ら
自
転
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

万
が
一
の
事
故
に
備
え
、
自

転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、
福
島
県
生
活
交

通
課
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
生
活
交
通
課

☎
０
２
４

－

５
２
１

－

７
１
５
８

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

－

６
９
３
３

75
歳
以
上
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に

よ
る
車
や
バ
イ
ク
の
交
通
死
亡

事
故
が
、
全
国
で
２
０
２
１
年

は
３
４
６
件
あ
り
、
前
年
に
比

べ
13
件
増
加
し
て
い
ま
す
。（
警

察
庁
統
計
調
べ
）町
内
で
も
、

高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
町
で
は

ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ
ル
と
ア
ク
セ
ル

ペ
ダ
ル
の
踏
み
間
違
い
に
よ
る

事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
自
動

車
急
発
進
防
止
装
置
の
設
置
費

用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

　

非
営
利
目
的
の
オ
ー
ト
マ

チ
ッ
ク（
Ａ
Ｔ
）車
に
こ
の
装
置

を
設
置
す
る
満
70
歳
以
上
の
方

が
対
象
で
す
。

■
助
成
の
対
象
と
な
る
方

　

次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
方

⑴
当
該
装
置
を
設
置
す
る
日
に

お
い
て
、
町
内
に
住
所
を
有

す
る
満
70
歳
以
上
の
方

⑵
自
動
車
運
転
免
許
証
を
所
持

し
て
い
る
方

⑶
自
分
の
車
に
当
該
装
置
を
設

置
す
る
方（
車
検
証
の
所
有

者
ま
た
は
使
用
者
の
氏
名
ま

た
は
名
称
欄
が
自
分
の
名
義

と
な
っ
て
い
る
こ
と
）

※
た
だ
し
車
検
証
の
名
義
が
自

分
で
な
く
て
も
、
同
居
し
て

い
る
配
偶
者
や
子
の
名
義
の

車
で
運
転
す
る
高
齢
者
が
、

そ
の
車
に
当
該
装
置
を
設
置

す
る
場
合
は
、
こ
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
と
し
て
取
り

扱
い
ま
す
。

⑷
過
去
に
こ
の
助
成
お
よ
び
国

の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

　
（
１
人
に
つ
き
１
回
限
り
）

■
助
成
額
な
ど

　

当
該
装
置
と
設
置
費
用
の
９

割（
上
限
４
万
円
）を
助
成
し
ま

す
。

※
設
置
す
る
当
該
装
置
は
、
障

害
物
を
検
知
す
る
も
の（
お

お
よ
そ
９
万
円
程
度
）・
障

害
物
を
検
知
し
な
い
も
の

（
お
お
よ
そ
４
万
４
千
円
程

度
）ど
ち
ら
で
も
構
い
ま
せ

ん
。

■
申
請
方
法

　

当
該
装
置
を
設
置
し
た
後
、

次
の
書
類
を
添
え
て
町
民
生
活

課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑴
小
野
町
高
齢
運
転
者
自
動
車

急
発
進
防
止
装
置
設
置
支
援

事
業
報
告
書
兼
請
求
書

⑵
車
検
証
の
写
し

⑶
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

⑷
当
該
装
置
の
概
要
が
分
か
る

書
類（
装
置
の
説
明
書
な
ど
）

⑸
当
該
装
置
の
購
入
お
よ
び
設

置
に
要
し
た
経
費
の
領
収
書

⑹
振
込
口
座
の
分
か
る
も
の

　
（
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
な
ど
）

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

－

６
９
３
３

令
和
４
年
度
新
卒
者
対
象

﹁
ふ
る
さ
と
新
卒
者
就
労

応
援
金
﹂の
登
録
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

ご
案
内

自
動
車
急
発
進
防
止
装

置
設
置
費
用
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
！

自
転
車
損
害
賠
償
責
任

保
険
等
へ
の
加
入
が﹁
義

務
化
﹂さ
れ
ま
し
た
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㉄ふるさと文化の館
☎ 72-2120

ふ る さ と
文 化 の 館
情 　 　 報

図書館利用のご案内
　町内にお住まいの方であればどなた
でも借りられます。インターネットで
蔵書検索も可能です。図書館をご活用
ください。
■貸出冊数・期間
　〔本・雑誌〕
　  １人計10冊まで・21日間
　〔DVD・CD〕
　  １人計５点まで・７日間
▼インターネットからの蔵書検索

はこちらから

こどもの読書週間
　４月23日から５月12日ま
では「こどもの読書週間」で
す。この機会に親子で読書を

小野町美術展春季展
　町内の美術愛好者の皆さんの作品を
展示します。ぜひご鑑賞ください。
■期間
　４月29日㊎から５月８日㊐まで
■部門

絵画・ちぎり絵・押し花・写真・そ
の他

※新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況により会期が変更または中止
となる場合があります。

スマートフォン用 パソコン用
http://ono-yakata.sakura.ne.jpか ら
も入れます。

　４月23日から５月12日ま
では「こどもの読書週間」で

楽しんでみてはいかがでしょうか。

　

郡
山
税
務
署
で
は
、
事
業
所

の
方
を
対
象
に
消
費
税
の
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
説
明
会
で
は
、
事
前
予

約
制
に
よ
り
各
回
と
も
定
員
に

な
り
次
第
、
受
け
付
け
を
終
了

し
ま
す
。

■
日
時

▽▽
第
１
回　

４
月
28
日
㊍

▽▽
第
２
回　

５
月
18
日
㊌

▽▽
第
３
回　

６
月
14
日
㊋

※
各
回
と
も
午
後
２
時
か
ら
３

　

時
ま
で
、内
容
は
同
じ
で
す
。

■
会
場

▽▽
第
１
回
・
第
２
回

−

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

−

　

け
ん
し
ん
郡
山
文
化
セ
ン

タ
ー
４
階
第
４
会
議
室（
郡
山

市
堤
下
町
１
番
２
号
）

▽▽
第
３
回

　

郡
山
税
務
署　

別
棟
会
議
室

　
（
郡
山
市
堂
前
町
20
番
11
号
）

■
定
員

　

各
回
と
も
15
人
ま
で

■
申
し
込
み
先

郡
山
税
務
署
法
人
課
税
第
一

部
門

☎
０
２
４

－

９
３
２

－

２
０
４
１

　
（
内
線
３
１
２
・
３
１
３
）

※
開
催
日
の
前
日
午
後
２
時
ま

で
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。
音

声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て

「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
中
止

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
け
ん
し
ん
郡
山
文
化

セ
ン
タ
ー
に
は
駐
車
場
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
公
共
の
交
通
機

関
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
４
月
１
日

か
ら
成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18

歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

成
人
式
に
つ
い
て
は
、
法
律

に
よ
る
決
ま
り
が
な
い
た
め
、

対
象
年
齢
な
ど
は
各
自
治
体
の

判
断
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

当
町
で
は
、
18
歳
を
対
象
と

し
て
開
催
す
る
場
合
、
受
験
や

就
職
な
ど
の
時
期
と
重
な
り
、

精
神
的
・
経
済
的
負
担
が
大
き

い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
引
き
続

き
20
歳
に
な
る
方
を
対
象
に
１

月
の
第
２
日
曜
日（
成
人
の
日

の
前
日
）に
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
成
人
を
祝
う
式
典
の
名

称
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

問
公
民
館

☎
７
２

－

２
１
２
５

　

財
務
省
東
北
財
務
局
福
島
財

務
事
務
所
で
は
、
借
金
を
抱
え

お
悩
み
の
方
々
か
ら
の
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

　

借
金
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
解
決
で
き
ま
す
。

　

秘
密
厳
守
、相
談
無
料
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
窓
口

　

財
務
省
東
北
財
務
局
福
島
財

務
事
務
所
理
財
課

■
受
付
時
間

　

平
日

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
ま

で
、
午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

ま
で

☎
０
２
４

－

５
３
３

－

０
０
６
４

（
多
重
債
務
者
相
談
窓
口
専
用
）

郡
山
税
務
署
か
ら
の

ご
案
内

多
重
債
務
者
相
談
窓
口

の
ご
案
内

成
年
年
齢
が

20
歳
か
ら
18
歳
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

図 書 館
L i b r a r y

美 術 館
M u s e u m
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国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ
− 資格喪失後の受診による医療費の返還について −

　４月は加入している健康保険の異動が多
い時期です。健康保険証を使用するとき
は、次のことに注意してください。
　社会保険などへの加入や転出により小野
町の国民健康保険の資格がなくなった（喪
失した）後に、小野町の国民健康保険証を
使用して医療機関などを受診した場合、そ
の医療費を返還していただくことになりま
す。
　これは、小野町の国民健康保険証で受診
したことにより、本来、受診日当日加入し
ていた健康保険が負担すべき医療費（受診
者の自己負担分を除いた額）を小野町の国
民健康保険が支払った（一時的に立て替え
た）ためです。

■具体的にはどんなとき？
○就職して社会保険や共済組合、健康保険

組合などに加入したが、保険証の交付に
時間がかかったため、その間に国民健康
保険証を使用してしまったとき。

○すでに社会保険などに加入したり、転出
したりしているにも関わらず、その届け
出が遅れ、返却前の国民健康保険証を使
用してしまったとき。

■返還方法は？
○該当となった方には「返還通知書」と「納

入通知書」をお送りしますので、指定期
日までに返還金を納入してください。

■療養費の申請方法は？
○医療費を返還した後に、受診日当日加入

していた健康保険に「療養費」として申請
することができます。加入していた健康
保険により申請方法は異なりますので、
必要な書類については該当する健康保険
へお問い合わせください。

○「療養費」の申請には「返還金の領収書」が
必要となります。領収書の再発行はでき
ませんので、大切に保管してください。

■その他
○新しい保険証が交付される前に医療機関

などを受診するときは、医療機関などの
窓口で必ずその旨を申し出てください。
基本的には、いったん全額自己負担（10
割負担）でお支払いいただくことになり
ますが、医療機関の指示に従ってお支払
いください。

○新しい保険証が交付されたときは、国民
健康保険の喪失手続きが必要になります
ので、速やかに役場に届け出を行ってく
ください。

◎医療費の適正化に、ご理解・ご協力をお
願いします。
問町民生活課　☎72-6933
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国民年金コーナー − 国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ −
学生納付特例制度が利用できます

■学生納付特例制度とは？ 
　20歳以上の方は、学生であっても国
民年金に加入し保険料を納付しなければ
なりません。所得の少ない学生について
は、申請により在学中の保険料納付が猶
予（先送り）される「学生納付特例制度」が
あります。保険料を納めるのが困難な場
合は、そのままにせず、学生納付特例を
申請しましょう。

■対象となる学生
　学校教育法に規定する大学（大学院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校および各種学校（修業年限が１年
以上の課程）などに在学する学生で、本
人の前年所得が次の基準以下の方

■所得基準
　128万円＋扶養親族の数 × 38万円＋
社会保険料控除など

■特例対象期間
　対象となるのは、４月から翌年３月ま
での１年間です。
※引き続き学生納付特例制度を利用する

場合でも、年度ごとに申請が必要です。

■手続き
①申請書に必要事項を記入し、役場町民

生活課へ提出してください。申請には
学生証の写しまたは在学証明書（原本）
の添付が必要です。

②特例の承認を受けている方で、引き続
き在学予定の方には、ハガキ形式の申
請書が送付されます。継続して特例を
希望する場合は、必要事項を記入し返
送してください（学生証の写しなどの
添付は不要）。

※在学している学校に変更がある場合
は、通常の申請書に在学証明書などを
添付して申請する必要があります。

■注意事項など
①特例の承認を受けた期間は、年金の「受

給資格期間」には含まれますが、将来
の「年金額」には反映されません。

②追納制度を利用すれば、過去10年以
内の保険料を追納（後払い）することが
でき、将来の年金額を増やすことがで
きます。ただし承認を受けた期間から
３年度目以降に追納する場合は、経過
期間に応じて加算額が加わります。

③保険料を納付していない場合、過去２
年１カ月分の期間をさかのぼって申請
することもできます。

※過去の年度分も申請する場合は、年度
ごとに申請書の提出が必要です。

問郡山年金事務所　☎024-932-3434
問町 民 生 活 課　☎72-6933

●受給資格期間・年金額の違い

納付状況
年金の種類 納付 学生

特例 未納

老
齢
基
礎
年
金

受給資格期間
への算入 〇 〇 ×

年金額への反映 〇   ×※ ×

障害・遺族基礎年金
受給資格期間への算入 〇 〇 ×

※保険料を10年以内に追納（後払い）した場合の
み、年金額へ反映されます。
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狂犬病予防注射日程表
日にち 時間 会場

５月22日㊐

 9：00 ～  9 ：20 谷津作地区研修センター

  9：30 ～ 9：45 小野赤沼多目的集会施設

 9：55 ～ 10：20 雁股田地域活性化拠点施設

10：40 ～ 10：55 塩庭多目的集会施設

11：05 ～ 11：35 旧夏井第二小学校

11：45 ～ 11：55 塩庭二区多目的集会施設

12：15 ～ 12：35 湯沢体験農園管理施設

12：40 ～ 13：00 夏井多目的集会施設

５月29日㊐

  9：00 ～  9：30 浮金集落センター

9：45 ～ 10：00 吉野辺集落センター

 10：10 ～ 10：30 旧飯豊ひまわり保育園駐車場

10：55 ～ 11：05 新田内集会所

11：15 ～ 11：25 飯豊下多目的集会施設

11：35 ～ 11：45 大名内集会所

13：00 ～ 13：20 小野山神ふれあい館

13：30 ～ 13：50 皮籠石多目的集会施設

14：15 ～ 14：45 小野町商工会

６月５日㊐ 13：30 ～ 15：30 小野町役場

犬を飼っている皆さんへ
− 令和４年度狂犬病予防注射（定期集合注射）のご案内 −

犬の登録と予防注射は飼い主の義務
　犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づ
き、生後91日以上の犬を登録（生涯１
回）し、狂犬病予防注射（毎年１回）を
実施することと定められており、未実
施の場合は処罰（20万円以下の罰金）の
対象となります。
　町では、狂犬病予防のために、定期
集合注射を右表のとおり行います。
　「登録済みの犬」の飼い主の方には通
知書を発送しますので、当日忘れずに
お持ちください。「登録していない犬」
の飼い主の方は、役場または注射会場
で犬を登録し、予防注射を受けてくだ
さい。
　また予防注射は、お住まいの地区に
限らずどの会場でも受けることができ
ます。
　なお定期集合注射を受けることがで
きなかった場合は、動物病院で必ず受
けてください。

■登録料
　１頭3,000円

■予防注射料
　１頭3,250円
　（注射済票交付手数料550円含む）

動物病院で受けた場合について
　動物病院で予防注射を受けた場合
は、獣医が発行する「狂犬病予防注射
証明書」を役場へ提出し、「注射済票」
の交付を必ず受けなければなりませ
ん。（手数料550円）

飼い犬の変更手続きも忘れずに！
　飼い犬が亡くなった時や飼い主が変わった時、飼い主の住所
や犬の所在地が変わった時は、届け出が必要となりますので、
役場で手続きを行ってください。
　届け出をしない場合、処罰（20万円以下の罰金）の対象とな
ります。また町の台帳から削除されないため、狂犬病予防注射
の通知書が毎年送付されてしまいますので、忘れずに届け出を
しましょう。

飼い犬に「鑑札」と「注射済票」を付けていますか？
　狂犬病予防法に基づき、犬を登録すると「鑑札」が、狂犬病予
防注射を実施したときには「注射済票」が町から交付されます。
この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射
を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬
に付けなければなりません。もし飼い犬が迷子になっても、装
着されている鑑札や注射済票から飼い主の元へ返すことができ
ます。
問町民生活課　☎72-6933
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令和４年度　役場職員配置

【町長事務部局】
●町長
　村上　昭正
●副町長
　菅野　　望
●総務課
▽▽課長
　吉田　吉広
▽▽副課長（総務担当）
　熊谷　真也
▽▽副課長（財政担当）
　赤坂　泰秀
●企画政策課
▽▽課長
　西牧　英一
▽▽副課長（企画政策担当）
　先﨑　　悟
▽▽副課長（人口対策担当）
　二瓶　　淳
●税務課
▽▽課長
　吉田　徳一
▽▽副課長（課税担当）
　味原　廣一
▽▽副課長（収納担当）
　佐藤　金哉
●町民生活課
▽▽課長
　矢吹　昌之
▽▽副課長（町民担当）
　折笠　裕之
▽▽副課長（環境安全担当）
　折笠　顕一

●健康福祉課
▽▽課長
　先﨑　秀一
▽▽副課長（高齢福祉担当）
　吉田　　隆
▽▽副課長（健康・福祉担当）
　新田　　徹
●子育て支援課
▽▽課長
　村上　昭一
▽▽副課長（子育て担当）
　西牧　貴子
▽▽副課長（幼児教育担当）
　矢吹　美加
●産業振興課
▽▽課長
　鈴木　　稔
▽▽副課長
　（農政振興担当兼農地林務担当）
　照山　　真
▽▽副課長（商工観光担当）
　今泉　令子
●地域整備課
▽▽課長
　矢吹　浩司
▽▽副課長（管理水道担当）
　根本　慶一
▽▽副課長（地域整備担当）
　二瓶由佳子
●出納室
▽▽会計管理者兼室長
　吉田ひろ子

※副課長相当職以上を掲載

【教育委員会事務部局】
●教育長
　有賀　仁一
●教育課
▽▽課長
　佐藤　　浩
▽▽副課長（教育総務担当）
　宗方　保之
▽▽副課長（生涯学習担当）
　西牧　泰弘

【議会事務部局】
●議長
　田村　弘文
●副議長
　竹川　里志
●議会事務局
▽▽局長
　郡司　　功
▽▽次長
　郡司　治子

【農業委員会事務部局】
●会長
　郡司　助広
●農業委員会事務局
▽▽局長（兼務）
　鈴木　　稔
▽▽次長（兼務）
　照山　　真

●退職〔３月31日付け〕※（　）内は退職時役職
　石井　一一（参事兼議会事務局長）
　遠藤　靖次（参事兼地域整備課長）
　草野ゆかり（子育て支援課主幹兼夏井おおすぎ保育園園長）
　小沼　和子（子育て支援課主幹兼飯豊ひまわり保育園園長）
　今野　真弓（子育て支援課主幹兼中央さくら保育園園長）
　曲山　元基（健康福祉課主事）
●福島県復帰
　村上　公太（企画政策課主査）
●公立小野町地方綜合病院企業団復帰
　白土　沙織（町民生活課主査）

●公立小野町地方綜合病院企業団派遣
　〔昨年度から継続・令和５年３月31日まで〕
　先﨑　　実
●福島県派遣〔令和５年３月31日まで〕
　佐藤　真路
●おのまち認定こども園派遣
　〔令和７年３月31日まで〕
　吉田　由美
　村上万里子
　矢吹真由美

　根本　早苗
　宗像美津江
　渡邊　梨恵
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問公立小野町地方綜合病院　☎ 72-3181

公立小野町地方綜合病院からのお知らせ

地域包括支援センターからのお知らせ

外来診療予約制のご案内

　昨年12月からの電子カルテ運用開始に伴
い、外来診療に関して、当院では全科予約制
を導入しています。
　予約制の導入により、予約時間に合わせた
来院が可能となり、待ち時間の短縮や、新型
コロナウイルス感染防止対策として来院時間
を分散させ、待合室の混雑を最小限に抑える
ことができます。
　なお予約は診療日の前日まで電話で受け付
けています。予約の受付時間は午前９時から
午後６時までです。

　地域包括支援センターは、健康や介護、財産や権利
など、高齢者を総合的に支援するための拠点です。高
齢者本人からだけでなく、家族や近隣に暮らす方から
も、高齢者に関する相談を受け付けています。
　例えば…
〇一人暮らしで買い物や掃除が大変になってきた
〇外出したいけれど、足が悪いため出掛けられない
〇お金の管理が心配だけど、頼める人がいない
〇介護に疲れて相談したい

〇介護保険を知りたい　など
　主任ケアマネジャーや社会福祉士、看護師などが中心となって、地域の困りごとやその他さまざ
まな悩みごとの相談に応じています。
　電話、訪問、来所、ご希望の相談方法で対応させていただきます。

問地域包括支援センター　☎72-2128（午前８時30分から午後５時15分まで）

　診療順番は、これまでの受付順から予約患
者優先となり、予約なしの患者さんは待ち時
間が長くなることがありますので、ご理解と
ご協力をお願いします。
　また患者さんの通院の便宜を図るため、患
者送迎バスを診療に合わせて運行しています
が、送迎バスについても予約制を導入してい
ますので、ご利用を希望される方は、診療日
の２日前までにお問い合わせください。
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休日当番医 田村地方夜間診療所の当番医

　田村地方夜間診療所では、田村地方の医療
機関が交替で診療しています。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によ
り診療の状況が変更になる可能性があるた
め、下記に電話をしてから受診してください。

◆診療場所
　田村市船引町船引字源次郎68番地２
　（福祉の森公園地内）
　☎0247-81-2233
◆受付時間
　　午後７時から午後９時30分まで

こども救急電話相談

◆受付時間
　午後７時から翌朝８時まで（年中無休）
◆電話番号
　〈短縮ダイヤル〉☎#8000
　〈一般ダイヤル〉☎024-521-3790

―発熱などの症状がある方へ―

　まず電話で「かかりつけ医」や身近な医療機関
へご相談ください。かかりつけ医がいない場合や
どこに相談してよいか分からない場合は、「受診・
相談センター」にご相談ください。

◆受診・相談センター
　（平日・休日問わず24時間対応）
　☎ 0120-567-747

●田村医師会では、地域の医療・介護に
関する皆さんのご意見・ご質問を募集
しています。

問田村医師会事務局
　〒 963-3401
　小野町大字小野新町字品ノ木 123
　FAX 0247-72-6178

月日 当番医 所在地 電話番号

４月 24日㊐ 清水医院 田村市船引町 82-3535

29日㊗ 島貫整形外科 小 野 町 72-2722

５月 1日㊐ 白岩医院 田村市常葉町 77-2036

3日㊗ 公立小野町地方綜合病院 小 野 町 72-3181

4日㊗ 三春病院 三 春 町 62-3131

5日㊗ たむら市民病院（大方病院） 田村市船引町 82-1117

8日㊐ 中央通りクリニックやない 田村市船引町 81-2662

月日 当番医

４月 11日㊊ なごみファミリークリニック

12日㊋ 三春病院

13日㊌ 石川医院

14日㊍ さとう耳鼻咽喉科クリニック

15日㊎ 島貫整形外科

18日㊊ 橋本医院

19日㊋ 秋元医院

20日㊌ 青山医院

21日㊍ まつざき内科胃腸科クリニック

22日㊎ 石塚医院

25日㊊ 船引クリニック

26日㊋ のざわ内科クリニック

27日㊌ 白岩医院

28日㊍ のざわ内科クリニック

５月 2日㊊ まつえ整形外科

6日㊎ 三春病院

9日㊊ 遠藤医院

10日㊋ 矢吹医院

11日㊌ 石川医院

12日㊍ 雷クリニック

13日㊎ かとうの内科クリニック

●夜間診療所および休日当番医で受診する場合は、必ず
事前に電話確認の上、受診してください。

●詳しい情報は「ふくしま医療情報ネット」の「休日当番
医をさがす」をご確認ください。

　ふくしま医療情報ネット
　 https://www.ftmis.pref.fukushima.lg.jp/
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内　容 日　時 場　所 申し込み・
問い合わせ先

乳
幼
児
健
診

４か月児健診

令和３年12月から令
和４年１月22日まで
の間に生まれたお子
さんが対象です。 ４月27日㊌ 受付13：00～13：15 子育て支援課

キッズルーム
子育て支援課
☎72-2212

10か月児健診
令和３年６月生まれ
のお子さんが対象で
す。

親
子
の
教
室

親子ふれあい教室
就学前のお子さんと
その家族の遊びの教
室です。

４月22日㊎

受付10：00～10：15
実施10：15～12：00

※要申し込み
（育児教室を除く）

子育て支援課
キッズルーム

子育て支援課
☎72-2212

ママのリフレッシュ教室

産前・産後・子育て
中のお母さんを対象
に体操教室を実施し
ます。

４月25日㊊

育児教室

生後１カ月から２カ
月までのお子さんと
その親を対象とした
教室です。
対象者には母子保健
推進員から案内しま
す。

４月26日㊋

幼児のわくわくタイム
親子の運動遊びや交
流 の た め の 教 室 で
す。

５月10日㊋
11日㊌

お問い合わせ
ください

健
康
づ
く
り

夜間ヘルスアップ運動教室

運動不足解消を目的
としたストレッチや
有酸素運動を行いま
す。

４月14日㊍
21日㊍
28日㊍

５月12日㊍

19：00～20：30
※要申し込み

B&G海洋センター

健康福祉課
☎72-6934

フィットネスクラブ ヨガなどを中心とし
た運動を行います。

４月22日㊎
５月  6日㊎

19：00～20：30
※要申し込み

ヘルスアップ運動教室
60歳以上を対象に介
護予防を目的とした
運動を行います。

４月15日㊎
22日㊎

５月  6日㊎
13日㊎

10：00～11：30
※要申し込み

多目的研修集会施設

すずらんサークル 精神障がい者の方た
ちの交流の場です。 ４月28日㊍

10：00～15：00
※初めて利用する方
　はご連絡ください

各種健診・教室などの日程

　現在、し尿くみ取りや浄化槽清掃業務は、田村広域行政組合で行っていますが、令和５年３
月31日で当組合が解散することから、同年４月１日からは町が業務を行うこととなります。
　業務が円滑に移行できるよう準備を進めていますが、具体的な体制や手続きなどは、決まり
次第あらためてお知らせします。

問町民生活課 　☎72-6933

令和５年４月１日から
し尿くみ取りや浄化槽清掃業務の体制が変わります
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　町で実施している簡易検査、ゲルマニウム半導体放射能
測定器および非破壊式測定器による検査結果（２月分）をお
知らせします。

◆検査を希望される方へのお願い
①検体を持参するときは、土やごみなどの汚れはきれい

に洗い流し、すぐに調理できる状態にしてください。
②検体は必ず１キログラム持参してください。量が少な

いと正確な値が出ない場合があります。

食品中の放射性物質（セシウム）の基準値
飲料水 … 10Bq/kg
牛乳・乳幼児食品 … 50Bq/kg
一般食品 … 100Bq/kg

試験項目 水質基準 試験結果

一般細菌 100CFU/ml以下 0CFU/ml

大腸菌 検出されないこと 検出せず

塩化物イオン 200mg/l以下 9.5mg/l

有機物（TOC） 3mg/l以下 0.4mg/l

PH値 5.8～8.6 7.0

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 ５度以下 0.5度未満

濁度 ２度以下 0.1度未満

　３月に実施した水道水の水質検査の結果は、次のとおり
です。

問地域整備課　☎ 72-6936

上水道水質検査結果

食品などの放射能測定結果

問健康福祉課　☎ 72-6934

おくやみ申し上げます

■非破壊式測定器による測定結果

区分 検体数 検体名
測定結果

（B
ベクレル

q/kg）

基準値を
超えたもの 0 ― ―

基準値未満
または

検出限界値
以下のもの

4 井戸水、引き水

0 ―

※測定結果の値は、セシウム134およびセシウム137の合計
　値です。

お誕生おめでとう

届出月 氏 名 （父・母） 行政区

２月

永林　隼
はや

翔
と

（  正 博 ・  美 波  ） 横 町

先﨑　色
いろ

羽
は

（   勝  ・  侑 季 ） 仲 町

宮内にいな （    翼    ・  美生咲 ） 平 舘

春山　紬
つむ

凪
ぎ

（  大 輝   ・      毬     ） 小戸神

届出月 氏 名 年齢 行政区

１月
田村二三子 92 谷津作
西牧　源吾 87 浮 金

２月

大樂　新一 67 大 八
大和田ミヤ 87 荒 町
秋田　良德 70 皮籠石
草野マスミ 94 飯豊上
大和田フミ子 87 浮 金
藤井　安子 87 浮 金
宗像　義春 96 浮 金
大方　進一 79 小戸神
國分　美禰 97 小戸神
猪狩　隆男 90 南田原井
菅野　拓己 23 上羽出庭
吉田　賢一 81 上羽出庭

　町では、LINE 公式アカウントで最新の町政情
報や観光・イベント情報、災害時の緊急情報など、
くらしに役立つ情報を随時配信しています！

友だちの登録方法は簡単！
「友だち追加」の画面から、以下のいずれかの方
法で登録してください。
①右下の QR コードを読み込む
② ID「@onotown」で検索する

登録後、年代や性別、必要な情報など「受信設定」
をすることで、あなたに必要な情報だけを受け取
ることができます！
ぜひご登録ください。

小 野 町 L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト
友 だ ち 募 集 中 ！

※通信料やパケット料金は利
　用者負担となります。定額
　制にしていない場合などは
　通信料が高額になることも
　ありますので、ご注意くだ
　さい。 @onotown

友だち募集中！

27 ONOMACHI  April_2022



編
集

と
発

行
／

小
野

町
役

場
総

務
課

　
福

島
県

田
村

郡
小

野
町

大
字

小
野

新
町

字
舘

廻
92

　
　

　
　

　
　

☎
0247 -72 -2111

㈹
　

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

https://w
w

w
.tow

n.ono.fukushim
a.jp

※
記

事
に

つ
い

て
は

、
常

用
漢

字
・

人
名

用
漢

字
で

記
載

し
て

い
ま

す
。

広報
お

の
ま

ち
2022

年
４

月
号

N
o.710

この印刷物は、FSCこの印刷物は、FSC®®の基準の基準
に従って認証された適切に管に従って認証された適切に管
理された森からの木材を含ん理された森からの木材を含ん
だ用紙で印刷されています。だ用紙で印刷されています。

この印刷物は、FSC®の基準
に従って認証された適切に管
理された森からの木材を含ん
だ用紙で印刷されています。

人口 9,134人 （△32人）

男 4,535人 （△17人）

女 4,599人 （△15人）

世帯 3,381世帯 （△7世帯）

人口と世帯（令和４年３月１日現在）

※（　）内は前月比

H a p p y  1 s t  B i r t h d a y

宗方　杏
あん

凪
な

ちゃん

今月は令和３年２月生まれのお子さんを紹介します。

お子さんの１歳の記念に

　今月号から町内にお住まいで、１
歳の誕生日を迎えたお子さんを紹介
していきます。
　大切なお子さんの１歳の記念に、
お気に入りの写真を掲載しません
か？
　対象の方には、10 か月児健診時
に詳細をご案内します。
問子育て支援課　☎ 72-2212

　公益財団法人B&G財団の助成事業を活用して、レスキューボード

ベンチとボッチャ用具を海洋センターに配置しました。

　レスキューボードベンチは、普段はベンチとして利用できますが、

急病人や負傷者発生などの緊急事態には腰をかける板の部分を取り

外し、担架として使用することができます。海洋センターロビーな

どに10台設置しています。

　ボッチャは、ヨーロッパで考案されたパラスポーツで、パラリン

ピックの正式種目にも採用されています。赤・青それぞれのカラー

ボールを投げたり、転がしたりして、ジャックボールと呼ばれる白

ボールに、どれだけ近づけることができるかを競います。ボッチャ

は、小さなお子さんから高齢の方、ハンディキャップをお持ちの方

まで幅広く親しむことができるスポーツです。

　海洋センターでは、ボッチャの用具一式を貸し出していますので、

興味のある方はぜひ、お問い合わせください。

問B&G海洋センター　☎72-2518

B&G海洋センターに
レスキューボードベンチとボッチャ用具を配置

▲レスキューボードベンチ。緊急時
　には担架として使用できる（下）

▲ボッチャの用具

すくすく育ってくれて
ありがとう。
これからも元気で明るい
あんなでいてね☆


